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川
正
岡
圭
A

回
二
十
『
闘
嵐
官
↓
掴
扇
面
鋤
認
可
【
.
喝
エ
剛
一

Ba行》

合亭痢環太閤帝都京
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第-v田町咽現

論

調

醤

忠

商
書
周
書
訪
日
政
治
経
済
思
怨
・
・
・

公
築
上
の
克
輯
・

... 

運
賃
論
射
し
繋
帥
同
盟
ミ
海
一
辿
同
盟
・
-
法
凡
下
士

臼
殺
統
計
論
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
法
弟
一
博
士

祖

肌

精

児

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
間
の
海
辺
・
・
・
純
情
mv士

川
別
区
労
働
筒
航
法
則
の
安
常
性
山
叫
・
純
情
山
中
十
↑

掛

棺

錦

疎

壁
一
世
農
村
の
性
質
・
・
・
・
・

E
-
-
-
-
-

襲
詰
土

枇
含
統
計
て
ふ
名
目
の
一
意
義
・
-
一
法
君
子
土

手
形
交
換
川
市
レ
U
M
哨
里
昂
の
ペ
イ
!
?
?
総
務
山
中
士

物
債
の
饗
動
ご
従
量
税
・
・
・
・
・
・
・
-
法
肌
寸
士

辻品叫

A
9・

油
業
共
腕
設
提
帥
刈
川
・
漁
業
用
同
時
前
覧
沼
山
叫
故
手
村
・
職
業
相
介
北
地
行
令
中
山
改
r
・閥単州内生徒

に
侮
る
物
品
白
輸
入
祉
O
掛
川
酷
に
制
す
る
訟
咋
・
同
有
砕
野
ル
凡
肘
組
合
却
制
・
町
端
部
制
金
争
郵
便
貯
金
に
訳
替

の
町

〔
棒
高

韓

載

財小府I1田

i需品戸島
日

静 太 正 錦

治 郎 雄 治

法
準
博
士

法
血
中
博
士

森県

耕 jE

本

庄

柴

治

郎

け
印
刷
静
ム
口

J
i
l
-
-

小
川
一
端
太
郎

沙

見

三

郎
郎最

明暗明暗鴨
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品"

盆

上

の

免

税

神

戸

正

古住

緒
言
(
本
繭
由
目
的
)

政
治
上
自
開
向
に
於
け
る
制
品
目
柑
白
免
税
白
翌
日
霊
園
由
川
岡
山
本
及
川
地
方
制
値
凶
岡
有
白
牧
入
及
尉
草
地
に
公
務
及
閥
係
物
品
川
、
川
共
一

般
的
問
出
何
軒
に
自
己
諜
祉
の
揚
舎
の
理
由
同
剛
容
且
地
方
刷
惜
の
一
部
と
見
る
べ
き
孟
定
闘
す
る
も
の
仰
同
及
地
方
闘
世
白
仕
事
場
乞
補
足
す

る
所
白
金
諮
問
時
四
に
闘
す
る
も
由
川
政
治
上
軍
大
な
る
意
義
あ
る
筒
人
文
は
岡
山
世
に
附
す
る
も
白
川
会
務
に
闘
す
る
物
骨
川
兎
結
。
問
題
と
な
る

場
合
川
現
に
発
掛
せ
ら

5
も
の
に
し
て
謀
叫
酬
の
勘
め
ら
る
L
も
の
一
川
閥
且
地
方
剛
憾
の
時
利
的
山
山
収
入
及
川
川
市

ω公
務
に
聞
係
あ
る
物
件
川
公

益
法
人
印
現
に
課
税

L
円

J

h
あ
る
も
兜
枕
の
幽
め
ら
る
、
も
の
)

第
二
段
困
民
組
済
上
自
剛
一
川
に
於
け
る
兎
枕
(
付
完
結
山
場
合

A
I閉
山

ω兎
拍

j
山
間
克
枕
山
場
合
一
川
盟
主
し
き
事
業
白
側
議
場
乞
容
晶
に
す

る
錦
め
に
行
は
る
ミ
も
の
'
切
望
ま
し
き
明
設
又
は
改
良
を
詐
口
却
に
す
る
泊
め
の
も
の
舵
軍
ま
し
き
事
業
。
紹
俸
を
有
利
な
ら
し
む
る
も
の
叫
原
料

掛
軸
を
越
〈
る
訪
日
的
り
も
の
附
拍
車
〈
岡
山
鵠
め
の

-ZN特
定
の

2HWAは
行
仰
白
盟
主
挽
を
避

f
る
が
泊
め
む
も
の
り
外
開
閉
醐
係
一
一
で
二

重
謀
稔
を
挫
〈
る
締
め
の
も
白
同
兎
論
。
問
題
と
な
る
場
合
川
現
に
兎
枕
せ
ら

E
も
の
に

L
て
謀
一
相
自
動
む
べ
き
も
の
引
引
に
誠
一
問

2
5

第
一
段

も
克
枕
を
勘
む
べ
き
も
由
)

第
三
位

枇
曾
政
策
上
白
閉
山
に
於
け
る
兜
枇
(
付
克
一
世
山
場
合

A
其
皿
山
川
枇
合
的
事
業
主
は
刷
瞳

ZA枕
一
世
曾
的
事
業
主
は
闇
値
へ
自
分
抑

金
寄
贈
金
品
の
克
拙
作
保
険
掛
岳
山
発
輸
…
山
此
合
弱
者
の
生
活
を
設
問
す
る
こ
と
を
避
〈
る
鵠
u
b
由
克
積
一
日
発
世
田
問
題
と
な
る
場
合
同
視
に
兎

稔
せ
ら
る
ミ
も
の
に
し
て
棋
稔
白
羽
む
べ
き
も
の
依
現
に
謀
枕
せ
ら
る
ミ
も
兜
枕
の
働
む
べ
き
も
の
)

論

議

公
益
上
申
免
説

第
三
十
一
巻

(
第
二
鵠

) 

七
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幽趨幽幽幽極細幽錨町幽

第
二
十
一
審
(
第
=
棋
ニ
四
)

第
四
段
其
他
山
公
益
上
自
国
山
に
除
け
る
免
枯
(
一
兎
粧
の
場
骨
且
其
却
向

A
兎
枕
の
岡
山
B
弛
枯
の
場
合
い
企
益
岡
姐
又
は
企
盆
主
悼
の
党
紘

一
山
会
稿
係
物
件
ω
克
一
世
、
司
克
枕
山
間
姐
ー
と
な
る
場
令
川
唱
に
先
日
班
せ
ら
る
ミ
も
白
に
し
て
替
相
白
幽
む
べ
き
も
の
川
町
現
に
誠
一
枯
せ
ら
る
L

も
発

紐
山
勘
め
ら
る
h

込
山
)

結
論
(
全
文
由
要
旨
)

諭

議

公
描
上
の
兎
誼

4二

緒

百

和
税
負
据
公
正
の
原
則
が
租
税
に
就

ντ
は
重
要
な
も
の
で
ゐ
り
、
各
人
は
之
に
従
ひ
、
芸
能
力
に
肱
じ
て
漏

れ
な
く
利
税
を
携
ふ
べ

L
正
せ
ら
る
、
正
当
』
仁
、
能
力
を
有
つ
者
を
特
撒
又
は
恩
典

E
Lて
免
税
す
る
こ
正
は
原

則
上
、
許
す
〈
か
ら
ぎ
る
も
の
ご
し
な
げ
れ
ば
な
ら
凶
五
一
)
O

併
し
租
税
は
共
分
配
仁
就
い

wτ
決
し
て
車
に
能
カ

原
則
仁
の
み
擦
る
べ
き
で
な
〈
.
↓
公
益
逆
比
原
則
仁
も
操
る
べ
き
こ
ご
を
理
解
し
承
認
す
る
己
主
に
、
能
力
乏
し

き
彪
に
も
会
盆
上
必
要
ご
ゐ
れ
ば
割
合
に
重
一
吉
負
携
を
諌

L
、
岡
時
に
能
力
の
相
蛍
に
'
仔
ず
る
蕗
に
も
租
税
を
宥

兎
す
る
ニ
正
、
伝
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
日
公
盆
上
重
大
の
必
要
あ
る
に
於

τは
之
を
宥
兎
し
な
り
れ
ば
な
ら
な

い
(
出
ニ
)
。
そ
し
て
此
の
如
き
は
文
化
の
進
む
に
従
ひ
、
盆
々
増
加
の
大
勢
に
あ
っ

τ五
三
)
、
芸
れ
も
所
調
、
碇
接

税
に
於

τの
み
で
な
く
、
間
接
税
に

τも
可
な
ち
多
〈
免
税
の
存
す
る
を
見
出
す
に
就
て
は
(
説
凹
)
、
之
が
賦
況
を

知
る
の
は
甚
に
興
味
め
る
こ
ご
で
あ
り
、
特
に
芸
品
見
す
べ
き
所
以
の
校
球
た
る
会
盆
正
い
ふ
こ
Z
の
範
国
が
明
確

を
快
く
の
故
に
、
質
際
仁
は
菟
守
る
に
及
ば
吉
る
も
の
を
耳
目
A
T
る
こ
ご
め
る
反
面
に
、
見
じ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
も

以下、訓i者、租粧研究、四巻、 I1) 

'<"'!.""日



組幽幽臨ん

七

の
を
兎
じ
て
居
ら
ぬ
ご
い
ふ
こ
ピ
も
あ
る
。
之
を
明
か
に
す
る
は
皐
関
上
、
有
志
義
の
こ
ご
で
あ
る
に
依
っ
て
、

下
じ
我
闘
の
之
に
闘
す
る
兎
税
を
中
心
ピ

ιて
此
問
題
を
論
じ

τ見
?
7
J」
思
ふ
。
手

ιて
所
調
、

n
公
盆
上
の
理

由
は
之
を
、
政
治
上
、
闘
民
縦
躍
胴
上
、
枇
曾
政
策
上
、
並
に
共
他
ご
い
ふ
如
〈
に
礼
押
捺
し
て
見
る
こ
ご
が
出
来
る

か
ら
・
下
に
は
之
守
斯
の
如
(
仁
H
T
掠

L
て
設
越
す
る
。

(
駐
-
)

フ
イ
ス
チ
シ
グ
は
、
租
軸
特
拙
白
官
義
に
於
け
る
机
栂
兎
除
は
許
ぎ
る
べ
き
札
の
で
な
い
と
い
ひ
、
グ
ル
シ
ツ
ヱ
ル
は
、
時
の
誕
み
に
於

〉

て
、
事
賞

t
大
部
分
叫
に
削
減
し
た
所
白
一
定
の
租
税
特
措
は
、
鵠
柏
山
一
般
と
は
一
世

L
な
い
と
い
ふ

C
府
る
叫

(
註
-
一
)
ペ
ヲ

7

エ
ル
ヂ
ス
は
、
今
日
興
へ
ら
る
L

克
枕
は
、
高
き
岡
家
的
及
配
合
的
利
描
に
役
立
つ
も
の
だ
と
錨
L
、
ヘ
ル
フ
ト
は
、
各
筒
の
階

組
白
特
別
利
盆
而
み
て
な
〈
、
一
般
会
議
が
問
題
主
な
る
?
と
き
に
は
、
何
故
に
此

H
的
合
斜
め
に
課
枕
を
制
限
す
べ
か
ら
ぎ
る
か
の
理
由
は
な
い

ー

と
い
ド
ム
て
府
る
。

(
陸
一
-
一
)
ロ
ッ
ク
は
、
兎
枕
山
此
部
分
h
品
徒
円
的
山
侃
め
の
物
向
性
質
の
姐
砥
)
は
、
垣
内
益
々
哨
加

L
つ
L

あ
る
o

比
完
成
口
時
比
附
憾
の
文
化

批
強
を
示
す
巴
も
の
だ
と
い
ふ
て
併
る
。

〔
陸
困
)

ク
ラ
イ
ン
グ
晶
ヒ
タ
ー
が
、
凡
ペ
て
問
題
と
な
る
先
税

u、
哨
だ
、
収
益
桔
、
人
枇
、
一
望
組
脱
及
阻
崎
市
北
枯
に
胤
し
得
る
o
間
接
徴
収

の
消
費
植
は
、
剛
枕
先
陣
之
、
事
責
ロ
聞
に
於
け
る
免
除
と
を
別
と

L
て
は
、
発
柑
を
知
ら

f
'と
い
ふ
て
府
る
J
V
O

其
は
認
で
あ
る
ロ
後
に
遮
ぷ
る

。
て
ハ
n
N

る。

向
ほ
此
論
文
に
は
閥
枯
に
於
け
る
免
除
を
省
き
、
内
回
枇
に
闘
す
る
も
の
L

み
を
批
〈
。

第
一
段

政
治
上
の
理
由
に
於
け
る
克
税

議

'"道

公
続
上
自
兎
枕

第
二
十
一
瞥

(
部
二
親

宝王
) 

Fuisting， Grundzuge der Steuerlehre. S. 8 Gruntzel， Fw. S. 30 
Bela Foldes. Fw. S. 273~4. Helft， Beitriig-e zur Frage der technischen 
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Lotz， Fw. S. 270 
Klcinwachtcr. Fw. S. 108. 
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4) 
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阻
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2市

議

じ
四

公
益
上
自
覚
枇

第
二
十
一
番

(
第
二
掛

"-F、
) 

一
見
税
の
場
合
及
其
川
崎
由

A
国
家
及
地
方
開
館
の
岡
有
の
牧
入
及
財
産
並
に
英
日
常
務
u
A
閥
係
の
物
件
(
我
国
訟
で
は
、
闘
は
い
ふ
仁
及
ば

す
、
北
海
道
・
府
師
料
、
那
市
町
村
、
並
(
他
命
令
に
て
指
定
す
る
託
公
共
同
髄
の
所
得
に
所
得
税
T
謀
し
な
い
(
註
E
)
O

園
、
共
他
の
n
公
共
闘
慨
に

τ公
用
叉
は
日
公
共
の
用
に
供
す
る
土
地
、
府
腕
以
下
の
R

公
共
同
憶
が
公
用
又
は
会
共
の

用
に
供
す
e
へ
き
も
の
ご
定
め
た
る
共
所
有
の
土
地
に
地
租
を
兎
じ
、
政
府
自
己
の
縛
め
に
す
る
準
記
、
骨
堂
録
、
府

腕
川
州
市
町
村
其
他
H

公
共
刷
鶴
仁
て
公
用
に
供
す
る
不
動
産

ω準
記
、
務
録
に
骨
堂
鋭
枕
eV
免
じ
、
宵
鵬
又
は
一
公
凹
者
よ

り
殺
す
る
読
書
、
帳
簿
に
印
紙
税
を
見
む
て
居
る
)
|
|
い
此
は
凡
吋
て
会
盆
の
縛
め
ご
い
ふ
こ
ご
の
最
強
(
現

は
れ
穴
場
合
に
か
ら
、
み
一
〈
之
を
免
税
す
る
こ
ご
は
常
然
で
ゐ
る
。
同
中
部
が
自
ら
の
牧
入
財
産
会
務
物
件
じ
っ
レ

て
課
税
し
な
い
ニ
芭
が
常
然
で
あ
る
の
み
な
ら
や
(
読
む
、
地
方
側
館

ω共
に
つ
い
て
も
其
が
目
白
盆
の
錦
め
に
誕
百

る
、
ニ
ピ
の
明
か
な
る
限
h
、
国
が
之
に
濁
し
て
謀
枕
す
吋
き
も
の
で
な
い
(
詑
七
)
。

λ
特
に
共
の
闘
が
同
自
ら
を

謀
殺
す
る
正
い
ふ
が
如
き
に
至

b
τ
は
、
某
の
左
手
か
ら
右
手
に
渡
す
ご
岡
正
な

h
、
無
意
義
不
燃
焼
己
い
ふ
こ

ご
も
あ
る
(
位
入
)
。

〔
睦
五
}

1昌
也
法
人

位

一c
も、
龍
f台
閣
値

は;

之
を

E県
L 
な
ル、。，)

(
柱
穴
)

ロ
ツ
ツ
は
、
公
共
削
髄
出
自

ι課
税
せ
ず
左
い
ふ
こ
と
は
、
共
公
共
則
舟
の
枚
入
が
八
白
共
同
値
の
任
務
を
克
た
す
岱
的
直
能
貢
献
す
る
と

ξ
に
よ
り
て
開
山
づ
け
ら
れ
る
正
い
ひ
、
グ
ル
ン
ヴ
ユ
ル
は
、
公
共
闘
憐
自
身
が
其
闘
布
目
則
産
を
課
税
し
た
い
と
止
が
背
献
に
現
は
る
と
焔

'7・Ehebet百， Fw. 18 & 19 All日.S. 312. 
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i・2

L
、
.
ヘ
ラ
ア
エ
ル
J
T

ス
位
、
閥
家
活
動
的
利
益
に
於
て
岡
家
的
政
府
内
目
的
祭
賞
到
に
役
立
つ
所
由
同
家
府
内
山
凡
〈
て
白
部
分
が
兎
砥
を
受
〈

7
 

る
と
い
ふ
て
同
る
。

(
量
七
)

3
 

8
 

ヲ
ル
ヵ
ー
は
、
寺
院
嗣
値
且
政
楠
岡
値
目
租
税
枚
入
は
、
岡
家
よ
り

L
て
課
税
さ
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
い
ふ
て
居
る
@

内
シ
ぜ
ル
が
い
時
枕
制
が
諜
枕
描

ω
一
山
金
附
か
ら
他
山
金
山
に
地
入
す
る
に
過
ぎ
由
泊
め
に
、
租
枯
徴
壮
Jm
附
だ
不
叫
な
る
行
政
行
パ
品

-

と
な
る
こ
と
あ
り
と
い
ふ
は
此
場
合
で
あ
る
。

(
位
八
)

B
倒
家
及
地
方
凶
憾
の
一
部
吉
見
る
ぺ
き
主
憾
に
附
す
る
も
の

l
l其
は
つ
ま
h
岡
家
又
は
地
力
闘
慌
に
外
な

ら
前
向
が
、
併
L
又
多
少
凋
立
の
地
位
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
此
の
如
き
も
の
は
併
に
国
家
地
方
岡
健
が
一
公
盆

ω錦

め
に
脅
す
の
依
を
以
て
品
目
枕
せ
ら
る
、
以
上
は
、
此
れ
亦
た
同
機
免
税
ご
せ
ら
る
べ
、
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
(
註
九
)
。

(
駐
丸

我
闘
で
は
此
紐
の
も
の
を
特
別
に
規
定
し
て
居
ら
ず
、
特
別
の
事
指
の
嬰
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
制
地
法
人
惜
に
て
は
特
別
に
事
げ
て
居

る
o
井
に
て
白
免
拍
車
値
と

L
て
、
大
串
、
高
帯
血
甲
校
及
剃
曲
。
替
泣
物
、
協
曹
、
財
刷
〔
此
経
由
二
の
も
の
は
、
む

L
ろ

U
に
い
ふ
八
目
指
幽
幽

に
胤
す
る
)
、
帝
阿
部
汀
、
帝
閥
貸
付
金
脳
、
闘
立
銀
行
、
会
。
貯
蓄
金
庫
、
並
に
公
拙
人
白
公
益
的
信
用
醐
閥
、
帝
岡
師
除
、
凶
山
明
文
は
失
業
。

ぬ
め
の
恩
給
寡
軒
、
副
凡
.
死
亡
、
扶
助

A
北
一
他
の
補
助
金
庫
、
並
に
其
他
白
同
時
噛
自
金
庫
を
事
げ
、
倫
ほ
込
山
貯
蓄
量
出
陣
組
合
、
其
聯
骨
金

庫
に
て
岡
有
心
貯
蓄
金
庫
交
誼
に
於
げ
る
牝
入
山
部
分
を
発

γ
る
と
と

h
L
て
居
る
ロ

耐
ほ
之
に
つ
昔
、
一
一
ツ
チ
は
、
公
白
骨
越
胸
、
行
政
法
上
白
岡
惜
{
其
職
分
が
士
{
同
家
白
其
に
件
な
ら

f
る
)
は
、
一
般
に
人
枕
か
ら
克
ぜ
ら

る
k
い
ふ
て
居
る
。

c国
及
地
方
同
慣
の
仕
事
を
補
足
す
る
所
の
る
盆
回
開
仁
閲
す
る
も
の

(
我
闘
で
は
日
常
盆
法
人
に
所
得
税
を
兎

言市

瀧

=
七
)

じ
ji 

第
二
十
一
番

(
第
二
銃

公
盆
上
白
兎
枇

Bela Fりldes，a. ~. 0 LOfz. a. a. O. S. 269 
S. 274 
日Talcker.Fw. S. 3' 
Hensel， a. a. Q. S. 5S 
Hensel. a. a. O. S. ，-;i. 55. .56. Eheberg， a. a. _ O. S. 312 
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円
!

l

l

11 
幽

ト

諭←

議

品
盆
上
の
兎
柑

(
第
二
統

第
二
十
一
審

λ 

~ 
占，、

じ
、
ね
立
の
幼
稚
園
、
小
学
校
・
中
皐
校
、
高
等
女
皐
校
、
質
業
事
校
、
専
門
拳
校
、
高
等
事
校
、
大
事
、
共
他

大
蔵
大
臣
に
て
指
定
し
た
る
も
の
、
用
に
供
す
る
土
地
に
地
積
を
兎
宇
る
の
が
某
で
あ
る

)
l
|此
れ
亦

Ehが

異
に
↓
公
盆
に
謹
す
ピ
い
ふ
以
上
は
、
免
税
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
、
時
一
の
)
O

之
に
課
税
す
る
が
錦
出
に
斯
が
る
回

慌
の
設
立
を
妨
げ
、
其
銭
的
闘
家
等
に
て
自
ら
費
用
を
使
ム

ω
よ
L

リ
は
、
之
を
兎
枕
し
て
奨

M
L、
政
府
自
ら
金

を
使
は
両
方
が
、

一
一
屠
財
政
上
得
策
ピ
ご
い
ム
こ
芭
も
ゐ
h
二
註
二
)
、
其
も
財
政
に
多
少
俳
論
が
あ
れ
ば
、
政
府

自
ら
す
る
の
も
良
い
が
、
兎
角
財
源
難
を
戚
じ
て
居
る
普
通
の
場
合
に
は
、
政
府
自
ら
せ
守
公
盆
阿
健
に
行
は
し

む
る
の
が
一
屠
有
無
で
あ
る
の
み
な
ら
争
、
必
要
に
己
い
ふ
こ
ご
も
あ
る
五
一
二
』
O

或
は
日
公
益
剛
憾
か
ら
取
っ
た

に
け
之
じ
補
助
す
る
ニ
正
、
な
っ
て
無
意
義

r
tい
ふ
こ
ご
も
ゐ
る
(
詰
一
一
ニ
)
O

叉
此
仕
事
を
日
常
盆
困
憾
に
任
か
す

•. 

、，、

e

】
、
」
ム
μ

む
し
ろ
其
凶
民
の
自
畿
的
仁
公
共
勤
務
に
戒
す
こ
さ
の
大
い
-
二
」
を
示
し
、
別
に
岡
家
自
ら
の
而
目
セ

傷
け
る
ご
い
ふ
こ
ご
で
も
な
い
{
駐
「
凹
)
O

尤
も
此
に
つ
き
共
公
4

福
岡
躍
り
所
得
に
は
弛
枕
す
る
ご

L
τ
も
、
其
持

つ
印
刷
の
土
地
や
資
本
に
は
諌
税
し
て
可
な

h
t
い
ふ
見
方
も
あ
る
詰
」
五
)
Q

如
何
に
も
其
笹
利
的
に
運
用
さ
る
る

限
h
、
之
に
醐
到
す
る
物
税
は
課
し
て
も
良
い
が
、
現
に
目
公
盆
用
に
充
て
ら
毛
、
土
地
の
如
き
に
謝
す
る
課
税
は
せ

ぬ
方
M
V

通
蛍
で
あ
る
。

{陸

-
O
)

ジ
エ
ン
セ
シ
は
、
同
一
車
を
其
職
分
を
行
ふ
に
つ
き
て
助
(
る
私
幽
胞
の
則
産
及
所
特
を
兎
γ
る
こ
在
は
寅
際
組
例
で
あ
凶
リ
、
私
立
串
校

得
は
之
か
、
b
L
て
泊
情
説
馳
せ
ら
れ
ず
と
伺
し
、
ペ
ラ
ア
エ
ル
ダ
ス
は
、
公
共
欽
背
山
利
益
か
ら
、
皐
校
教
育
O

目
的
に
則
立
つ
建
物
目
先
税
、

も崎、己占む尻市リ J 
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正
化
設
備
の
郵
枕
無
料
が
行
は
る
占
い
ふ
て
居
る
。

ジ
エ
ン
セ
シ
は
、
此
品
目
甲
山
者
の
前
助
は
公
判
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
北
或
も
の
は
若
も
五
人
が
吐
意
に
討
は
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
同
家

に
よ
り
て
行
は
れ
た
替
で
あ
る
。
彼
等
が
課
税
さ
れ
た
る
と
き
に
は
、
劫
ら
〈
は
彼
毎
日
酔
止
め
に
し
た
其
仕
事
を
政
府
に
於
て
話
す
よ
リ
は
、
此

由
削
き
剛
値
及
其
則
産
申
設
を
止
め
た
方
が
、
刷
政
上
、
一
同
町
小
山
に
て
凶
む
で
あ
ら
う
と
い
ひ
、
ヘ
ン
ぜ
ル
も
、
一
定
白
人
の
塊
を
租
秘
義
務

(
睦
-
一
)

か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
謀
投
拙
者
自
制
盆
に
泊
H
V

得
る
。
之
を
謀
枯
に
上
っ
て
国
明
め
る
こ
と
が
謀
枕
植
者
に
取
り
で
、
之
が
謀
枯
を
止
め
る
止
を

よ
り
も
一
層
竺
小
制
世
主
ず
べ
き
楢
利
主
錐
に
刷
ナ
る
に
凶
る
と
い
ふ
で
肘
る
。

(
陸
士
一
)

ロ
ツ
y
は
、
八
吋
共
的
性
質
山
私
由
組
織
を
兜
枕
す
る
こ
と
は
、
租
税
一
般
原
川
の
雌
絡
な
る
維
持
に
て
も
、
近
世
的
幽
家
及
地
方
闘
世

由
文
化
任
務
自
多
〈
の
も
の
は
、
公
ゆ
設
備
に
上
り
拍
車
算
的
方
便
に
よ
り
て
唯
在
不
完
争
に
行
は
れ
且
ワ
残
な
〈
行
は
る
L

と
と
が
山
車
な
い
主

い
ふ
と
主
に
て
賠
越
せ

ιる
と
焔

L
、
グ
ル
ン
ツ
エ
ル
は
、
公
益
的
特
質

ω
制
度
、
例
之
、
公
共
的
目
的
。
財
閥
に
は
免
枯
が
器
謎
ぜ
ら
れ
る
。

此
年

ω
省
出
重
要
な
る
時
務
的
解
快
に
於
て
、
任
意
に
附
さ
れ
た
る
方
佃
に
よ
り
て
公
共
闘
凶
闘
を
助

f
る
か

L
と
い
ふ
て
屑
る
。

(陸

-
E
)

ヘ
ン
ゼ
ル
日
、
川
副
有
白
方
川
田
山
不
足
川
町
場
合
に
は
帝
国
各
邦
地
方
幽
値
又
は
比
他
の
公
法
上
回
嗣
値
か

ι緬
観
的
に
企
部
又
は
一
部

維
持
し
な
〈
て
な
ら
ぬ
持
詰
物
に
あ
っ
て
は
、
課
税
は
唯
だ
、
徒
、
b
に
費
川
を
射
す
断

ω
金
額
の
特
々
に
導
(
と
い
ふ
て
肘
る
叫

(
臨
-
岡
)
ロ
ツ
ツ
は
、
悟
志
的
努
力
を
、
公
山
地
方
及
同
家
計
鵠
の
柿
油
、
と
し
て
匙
め
る
と
と
、

φ
〈
と
あ
之
を
租
枯
負
確
に
よ
っ
て
不
剥
と
し

な
い
と
と
が
、
公
共
川
聞
棺
回
而
目
を
長
せ
し
む
る
も
山
で
な
い
と
い
ふ
。

(
註
-
五
)

ワ
ル

b

l
は
、
血
中
校
等
白
土
地
及
費
本
よ
り
生
ず
る
所
得
は
圃
家
よ
リ
謀
掛
さ
れ
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て
肘
る
叫

山

山

政

治

上

重

大

意

義

め

る

箇

人

又

は

嗣

慌

に

闘

す

る

も

の

の

如

き

で

ゐ

る

o
我

闘

の

地

税

に

τも
明

か

に

、

御

料

地

、

皇

族

賜

邸

、

太

皇

太

后

、

皇

太

后

、

皇

后

、

皇

太

子

、

同

施

、

阜

大

孫

、

同

姐

、

未

r婚
嫁

せ

戸

る

未

成

年

の

皇

子

及

皇

太

子

、

皇

太

孫

の

子

に

し

て

未

r婚
嫁

せ

ぎ

る

(
E
h
y

ふ

ωは
君

主

及

其

一

族

、

外

周

使

臣

、

政

黛

議

公
益
上
自
発
枇

い面

第
二
十
一
巷

(
第
二
錦

1， 

七
b 
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「Hi

-・幽.幽園圃

輪
二
十
一
審

未
成
年
者
の
御
所
有
土
地
じ
兎
税
す
)
|
|
君
主
及
某
一
族
の
免
税
正
い
ム
こ
正
は
い
ふ
を
待
た
ぬ
こ

Z

、L

τ、
外
閥
使
臣
は
、
相
互
主
義
に
よ
り
直
接
税
を
見
守
る
を
例
ご
錦

La一
」
ハ
)
川
政
黛
に
も
闘
の
杢
慢
の
政
治

論

議

一七
ノに

公
益
上
自
菟
枕

(
第
二
就

=一O
)

上
、
重
大
な
る
使
命
を
有
う
こ

t
e
r認
む
る
な
ら
ば
、
之
を
免
税
L
て
然
る
べ
き
で
ゐ
る

2
一t
)
O

(
駐
=
ハ
)

一
一
ツ
ナ
は
、
暗
ん
い
と
到
る
鼠
に
相
互
主
義
的
孤
嘩
白
上
に
、
井
岡
代
表
者
が
諸
事
一
の
直
接
間
を
克
ぜ
ら
己
、
と

v
u、
へ
ン
ぜ
ル
は
、

法
律
。
考
に
依
れ
ば
北
謀
粧
を
期
待
せ

f
る
人
々
の
免
枇
mv
例
と
し
て
、
摘
迩
所
得
枕
に
於
け
る
外
周
使
目
的
泊
外
訟
摘
を
事
げ
て
叶
る
。

(
巨
四
七
)

ヘ
シ
ぜ
ル
は
、
政
抽
誕
抵
の
机
枕
判
備
を
以
て
枇
骨
川
刺
盆
由
縮
め
の
克
枕
嗣
世
に
蝿
す
と
幼
し
、
明
に
揃
抱
法
人
枕
に
て
は
、
共
が

刀

岡
布
由
佳
鵠
よ
り
生
ぜ

f
る
だ
け
に
て
北
牝
入
を
免
じ
て
肘
る
。
我
同
で
も
政
識
を
士
舘
法
人
と
す
れ
ば
す
る
こ
止
が
山
車
ゃ
う
上
、
此
手
続
在

細
る
な
ら
ば
所
持
続
法
十
七
僚
に
て
兜
枕
せ
、
b
れ
得
る
。

E
A
W
務
に
閲
す
る
物
件
(
我
闘
に
て
は
、
軍
人
従
軍
中
の
俸
給
手
賞
、
乗
馬
を
有
す
る
義
務
ゐ
る
軍
人
が
政
府

よ
り
受
〈
る
栃
施
、
繋
者
料
、
馬
匹
保
縦
料
、
軍
事
救
護
法
仁
よ
h
給
輿
を
受
〈
る
る
救
護
金
H

聞
の
所
得
(
尚
一
八
)

一
定
の
日
公
凱
の
所
得
計
算
よ
り
の
控
臨
時

の
所
得
税
見
除
、

相
山
嗣
枕
に
於
げ
る
軍
人
、
同
単
一
風
の
戦
死
又
は
戦
崎
市

ω

柏
崎
め
受
け
た
る
傷
成
疾
病
に
起
因
し
た
る
爾
後
一
年
内
の
死
む
に
よ
h
開
始
し
た
る
柿
総
の
呂
田
税
、
日
常
共
閥
髄
に

謝
し
て
縛
し
た
る
贈
拠
及
遺
贈

ω課
税
償
格
よ
h
の
控
除
、
印
紙
税
に
於
け
る
官
廊
又
は
会
暑
に
職
を
奉
十
る
者

の
職
務
上
後
す
る
鐙
昔
、
帳
簿
、
凶
庫
金
の
取
扱
に
闘
し
後
す
る
読
書
、
↓
公
共
事
業
山
録
的
に
す
る
寄
附
に
闘
し

官
廊
又
は
一
公
暑
に
提
出
す
る
経
書
的
見
税
・
取
引
所
取
引
税
に
於
り
る
闘
侠
免
税
、
品
九
換
銀
行
券
後
行
枚
に
於
げ

る
、
政
府

ω特
命
仁
よ
h
一
筒
年
千
分
十
又
は
共
以
内

ω利
息
又
は
無
利
息
に

τ政
府
北
(
他
仁
貸
付
す
る
究
換
券

56 
o. s. 313 
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の
兎
校
、
通
行
税
に
於
げ
る
餓
遊
軍
事
供
川
A
T
に
依
る
乗
車
の
免
税
に
行
は
る

)
1
l
L異
に
公
務
仁
閲
L
R針
金

上
重
要
ピ
詔
的
得
る
も
の
な
ら
ば
品
目
松
子
[
て
可
ぃ
。

(
陸
一
八
)

猫
地
所
得
柑
に
て
も
、
制
似
の
克
一
叫
が
あ
る
。
帥
ち
軍
事
恩
給
及
扶
助
法
に
よ
リ
興
へ
ら
る
L
傷
害
手
昔
、
共
他
の
手
常
、
自
給
及
年

金
相
加
、
草
人
の
抗
物
支
給
、
軸
功
者
党
拠
金
が
克
ぜ
ら
る
L
d

其
に
は
枇
脅
上
心
理
由
も
あ
る
が
、
併
し
軍
人
目
特
琳
給
付
を
曾
賞
す
る
の
趣

旨
も
あ
る
。

に
免
税
的
問
題
己
な
る
場
合

ハ
刊
現
に
見
税
せ
ら
る
、
も
の
に
し
て
叩
同
校
の
糊
む
ぺ
き
も
の

い
岡
及
地
方
附
髄
川
肱
百
利
的
の
牧
入
及
財
産
1
1
1
は
我
闘
で
は
粍
少
政
の
例
外
を
別
正
し
て
は
(
世
一
九
)

健
兎
枕
し
て
居
る
o

共
は
日
常
盆
仁
寄
山
到
す
る
も
の
だ
か
ら
ご
い
ふ
こ
ご
で
緋
謎
せ
ら
れ
る
り
れ
H

と
も
、
之
を
耳
目
す

る
こ
ど
に
よ
hJ
て
私
人
の
之
正
樹
等
関
係
に
あ
る
者
を
不
利

Z
L、
課
税
椛
者
の
財
政
を
不
利
ご
す
る
等
の
事
情

も
あ
る
か
ら
、

成
る
べ
(
は
之
に
課
税
し
た
方
が
良
レ
己
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
(
空
汚
)
O

(
陸
一
九
)

我
同
に
て
闘
が
自
ら
鋪
義
和
を
諒
す
る
制
が
あ
り
、
闘
は
又
、
地
方
糊
挫
の
公
用
又
は
持
品
目
用
に
併
せ

f
る
土
地
に
地
租
を
醜

L
、

地
方
捌
帥
の
公
川
に
併
せ
ぎ
る
不
動
庄
内
弦
舵
又
は
中
市
町
銑
に
設
鍛
松
を
謀

L
て
問
る
。

{
駐
ニ
ロ
)

拙
文
、
納
精
義
技
者
と

L
て

ω白
岡
家
、
制
措
義
務
者
と
し
て
の
地
方
闘
世
参
問
。
向
ほ
猫
唾
現
在
で
は
、
時
国
自
ら
も
、

も
曲
以
外
に
て
は
-h
引
柑
を
識
せ
も
れ
、
各
邦
U
J
M
絞
白
磁
行
に
す
問
筒
札
抽
出
謀
せ

ιれ
て
居
る
叫

一
定
ホ
ザ
政
む

何
日
常
務
に
闘
係
あ
る
物
件

!
lご
し
て
は
我
闘
で
は
岡
俊
利
子
免
税
が
存

L
、
米
国
な
ど
じ
は
闘
中
部
宮
東
俸

議

論

品
盆
上
白
完
結

第
二
十
一
巷

(
第
二
親

) 

七
九

Fischer， Das Steuerwcsen 7" 
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首繭

議

時
値
上
自
発
枯

第
ニ
十
一
巻

節

税

A. 
O 

一) 

給
の
呂
田
枕
き
へ
も
行
は
晶
、
。
併
し
此
等
は
色
々
の
見
地
か
ら
課
税
す
る
ニ
ご
に
し
た
方
が
良
い
o
北
(
一
帯
は
私
が

川
副

他
の
蕗
で
阪
に
就
い
た
通
h
で
ゐ
る
。

会
盆
ご
.
い
ふ
詞
の
多
少
漠
然
ご
[
て
居
る
所
か
ら
、

動
も
す
れ
ば

川
川
公
盆
法
人
|
|
の
範
闇
じ
つ
い
て
は
、

濫
用
せ
ら
れ
て
、
会
盆
の
名
に
か
〈
れ
私
盆
を
計
る
ニ
正
、
な
h
得
る
。

而
も
其
の
縛
め
に
他
の
一
般
の
納
枕
者

の
負
慌
を
過
重
な
ら

L
む
る
-
』
ど
が
生
じ
得
る
(
誌
一
一
一
)
O

rか
ら

L
て
此
が
範
聞
に
つ
い

τは
山
来
る
に
り
厳
格

に
解
し
な
り
れ
ば
な
ら
な

ν。

ジ
エ
ン
セ

y
は
、
暗
ん

r凡
4

て
由
私
闘
世
が
公
盆
に
附
す
る
仕
事
に
従
事
す
る
。
僻

L
椛
等
性
其
故

E
M
て
免
枯
せ
ら
る

L
K
と
は

山
車
な
い
o
其
討
課
軸
物
刊
を
減
宇

L
、
兎
賭
さ
れ

f
る
義
務
者
自
上
に
、
法
外
に
読
き
負
檎
を
置
〈
こ

'P』
誌
な
る
か
ら
と
い
ふ
て
借
る
@

(
駐
ニ
-
)

川
現
に
課
税
し
っ
、
あ
る
も
弛
枕
の
糊
め
ら
晶
、
も
の
|
l
z
ー
し
て
は
政
議
維
持
費
へ
の
分
携
金
の
如
き
も
の

を
皐
h
i
o
こ
ご
が
出
来
る
(
詑
二
二
)
O

政
諜
は
見
様
に
よ
り
て
は
一
の
私
衝
の
錦
め
の
幽
結
ご
も
い
ひ
得
る
が
、

A
T

日
の
時
世
に
て
は
閥
家
全
憾
の
錫
め
重
大
な
使
命
を
川
市
化

L
っ
、
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
泊
嘗
な
る
程
度
で
あ

る
な
ら
ば
、
此
凶
腔
へ
の
分
揚
金
の
如
き
は
・
公
盆
上
の
意
義
ゐ
る
も
の
芭
し
て
各
人
の
課
税
所
得
の
計
算
か
ら

除
外
し
て
可
ぃ
。

{
註
-
一
ニ
)

揃
逸
所
得
枯
法
て
は
、
初
め
の
案
文
中
に
は
明
か
に
政
誌
へ
白
分
抱
金
を
各
義
務
者
の
所
特
か
ら
除
外
す
る
こ
と
訟
な
っ
て
民
た
が
、

修
正
さ
れ
た
崎
文
に
て
は
此
が
削
除
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
れ
叫
盆
ょ
の

H
的
を
計
る
内
国
的
倒
的
へ
白
分
借
金
の
中
に
、
政
踊
へ
の
分
拘
告
も
入
り

以下、組済論叢ヱ十ー管一般、 E

]ensen， 1. c. p. 173・
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て
居
る
と
解
し
て
可
で
あ
ら
う
叫

第
二
段

岡
民
経
済
上
の
理
由
に
於
け
る
兎
積

ト
見
税
の
場
合
及
共
理
由

ハ
山
兎
税
の
理
由

1
l此
場
合
の
兎
税
理
由
は
要
す
る
に
、
国
民
経
済
の
費
遣
を
計
る
に
於
て
之
を
特
に
必
要
ご

す
ぜ
い
ふ
に
あ
る
が
(
註
三
一
)
、
併
し
経
携
の
畿
逮
ご
い
ふ
こ
ピ
は
各
人
の
利
己
に
閲
す
る
こ
ご
が
大
で
あ
り
(
詰
ニ

四
)
、
特
に
其
の
保
護
を
要
す
る
Z
否
ご
の
限
界
が
困
難
で
、
動
も
す
れ
ば
共
同
正

L
て
ゐ
ま
b
に
不
利
不
通
嘗
の

事
業
を
兎
税
の
潟
め
人
工
的
に
維
持
す
る
に
止
ま
る
ご
い
ふ
恐
が
あ
力
(
註
二
五
)
、
共
範
園
の
限
定
吉
い
ふ
こ
ご
が

必
要
己
な
る
。

{
控
二
三
)

ジ
エ
ン
セ
ン
は
、
細
済
上
山
活
動
が
往
々
に
し
て
弾
枕
方
法
に
よ
切
で
塊
崎
せ
ら
る
誌
と
符

L
、
ク
ラ
イ
シ
ず
エ
ヒ
タ
ー
は
、
提
励

L

有
利
と

L
ゃ
う
と
す
る
或
帯
業
に
卦
し
、
或
拾
の
全
部
主
は
一
部
の
兎
除
が
許
き
る
主
鵠

L
、
ベ
ラ
フ
エ
ル
ヂ
λ

は
、
此
兎
抽
出
或
生
産
分
科
暁

生
産

B
向
の
誕
捗
の
錦
品
生
障
の
利
益
に
於
て
、
戒
は
吏
週
の
利
盆
に
於
て
、
武
U
U
肘
の
集
楠
の
刺
盆
に
於
て
行
は
る
ふ
』
伐

L
、
ロ
ツ
ヴ
は
、
替

利
組
合
の
租
桔
宥
恕
が
積
馳
柿
助
的
粧
憐
政
策
由
行
時
世
現
は
す
と
説
明
し
て
即
日
。

(
陸
-
一
回
)

ク
ヲ
イ
ン
ウ
ユ
ヒ
タ
ー
は
、
替
利
官
枇
は
本
車
、
持
利
的
日
的
を
有

L
、
随
ふ
て
苦
骨
剥
が
所
得
積
に
従
ふ
り
が
情
熱
だ
と
い
ふ
明

(E-
一
五
)

ジ
エ
シ
セ
ン
は
、
此
兎
枕
は
暗
ん
Y
一
官
に
不
良
な
方
訟
で
あ
る
。
何
と
な
弘
ば
此
の
削
き
陣
刊
に
よ
り
て
の
み
誘
は
る
L

こ
と
白
山
車

る
事
業
は
、
経
済
的
に
好
ま
し
き
も
の
と
い
ふ
こ
ξ
が
置
閥
均
さ
も
な

ρ
L
P
L
E
、
ト
哨

ι

1

E

2

5

同
町
副

4
4
7

、1
1
4
L
V
J

議

t嗣

企
益
上
の
克
枕

第
二
十
一
審

(
第
二
田

A 
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古市

議

公
益
ょ
の
兜
枯

第
二
十
一
巻

(
第
二
抗

三
四
)

J、

B
兎
税
の
場
合

川
望
ま
L
き
事
業
の
開
業
を
容
易
に
す
る
銭
的
に
行
は
る
、
も
の

て
指
定
し
た
る
重
要
物
産
の
製
造
を
替
む
者
に
開
業
の
年
及
其
調
理
年
よ
り
三
年
間
其
業
務
よ
b
生
す
る
所
得
、
製

(
我
闘
で
は
所
得
税
に
つ
き
、
勅
A
T
を
以

錨
業
奨
励
訟
に
依
る
製
鉱
業
よ
h
生
宇
品
開
業
の
年
及
禁
後
年
よ
b
十
年
間
の
所
得
の
品
目
税
、
修
業
税
に
於

τ、

新
規
に
開
業
し
た
る
機
業
者
仁
開
業
年
の
免
税
、
銀
行
、
保
険
、
倉
庫
、
製
造
、
印
刷
、
出
版
、
蓮
港
、
運
河
、

桟
橋
、
船
舶
碇
繋
場
、
鍬
道
の
開
業
者
仁
開
業
の
惣
年
よ
り
三
年
間
の
見
枕
(
誌
二
六
)
司
|
|
此
免
税

ω大
健
に
於

て
有
盆
な
る
ニ

E
は
守
は
れ
向
。
た
い

V

其
潜
ま
れ
た
る
も
の
、
範
囲
及
弛
税
の
程
度
の
遁
否
に
は
異
論
が
あ
り
得

る
で
あ
ら
う
が
。

之
に
つ
き
ペ
ヲ
7

エ
ル
ヂ
ス
は
、
新
し
き
班
築
、
新

L
h叩
き
工
場
』
目
覚
粧
を
受
〈
る
主
き
に
、
何
故
に
許
き
時
業
者
、
消
き
商
へ
が
持

活
動
山
最
初
の
附
離
な
る
年
に
於
て
之
を
受
け
な
い
か
と
い
ふ
て
刊
百
る
が
、
此
貼
は
従
車
あ
ま
り
に
控
怠
さ
れ
て
居
ら
向
。

(
健
三
大
)

(
我
固
で
は
管
業
税
に
つ
き
、
製
進
業

ハ
川
望
ま
し
き
増
資
又
は
改
良
を
容
易
に
す
る
鋳
め
に
行
は
る
、
も
の

の
前
年
の
資
本
金
額
が
前
均
年
の
資
本
金
額
以
下
の
己
き
に
は
、
前
年
の
資
本
金
額
を
、
前
年
の
資
本
金
額
が
前

々
年
の
資
本
金
額
を
超
過
す
る
ご
き
は
、
前
々
年
の
資
本
金
額
の
十
二
割
に
相
蛍
す
る
金
額
を
超
過
す
る
場
合
に

は
、
共
超
過
額
を
課
税
標
準
よ
り
控
除
す
る
。
地
租
に
つ
き
、
官
有
水
面
を
埋
立

τ又
は
干
拓
し
民
有
仁
蹄
し
た

る
土
地
に
六
十
年
の
新
聞
免
税
年
期
を
許
し
、
耕
地
整
理
の
施
行
に
よ
り
其
地
面
内
の
岡
有
の
森
林
原
野
若
〈
は

Bala Fulde5， a. a. O. S. 274 29) 
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l生対糟脈事割隊機付

て
地
視
を
ご

h
、
官
有
地
を
開
拓
し
て
民
有
に
蹄
L
た
る
ご
き
は
業
素
地
相
官

ω一
地
債
を
定
め
、

二
十
年
の
鍬
下

荒
無
地
を
開
拓
し
て
第
一
類
地
ピ
第
L
た
る
ご
き
叉
は
鴎
有
の
水
面
を
埋
立
て
又
は
干
拓
L
て
民
有
地

E
錦
L
だ

る
芭
き
は
却
立
地
叉
は
干
拓
地
に
六
十
年
、
実
他
の
土
地
に
こ
十
年
の
耕
地
整
理
新
開
兎
税
年
期
を
許
し
、
品
唱
林

地
に
三
十
年
以
内
相
官
の
鬼
組
年
期
を
定
め
、
開
墾

L
た
る
Z
き
は
開
墾
着
手
よ
ち
二
十
年
間
地
欄
修
正
を
猶
疎

し
、
十
年
以
内
に
成
功
L
能
は
F
る
閥
墾
を
匁
す
Z
き
は
四
十
年
間
の
鍬
下
年
期
を
奥
へ
年
期
中
原
地
慣
に
よ
h

年
期
を
許
し
、
業
問
現
定
地
僚
に
よ
hpτ

地
視
を

t
h
、
地
目
襲
換
の
潟
め
開
墾
に
等
し
き
勢
費
を
要
し
た
る
ご

き
は
四
十
年

ω地
債
総
置
年
期
を
許
L
、
耕
地
整
理
を
施
行
す
る
に
嘗
b
某
地
域
内
の
民
有
地
総
而
積
の
五
分
一

以
上
仁
嘗
る
土
地
に
つ
き
開
怨
又
は
地
日
韓
換
を
品
局
し
た
る
場
合
に
開
墾
L
た
る
土
地
に
は
工
事
着
手
の
年
よ
り

四
十
年
、
強
換
し
た
る
土
地
に
は
工
事
完
了
の
年
よ
b
六
年
の
耕
地
整
理
地
債
指
置
年
期
を
許
す
)

山
川
望
ま
し
き
事
業
の
鰹
畿
を
有
利
な
ら
L
h
u
る
柏
崎
め
に
す
る
も
の
(
我
闘
で
は
所
得
税
仁
て
、
漁
業
組
合
、

同
聯
合
曾
、
農
業
倉
時
開
業
者
の
免
税
、
併
業
税
に
於
け
る
漁
業
組
合
、
共
聯
合
曾
、
農
業
倉
庫
、
度
量
衡
の
製
作

修
掛
叫
肱
副
且
の
営
業
の
免
税
、
鎖
業
税
に
て
令
鏑
、
銀
鏑
・
鉛
鎖
、
鍋
輔
酬
の
鎗
産
税
の
兎
税
、
取
引
所
管
業
税
に
て

曾
員
組
織
取
引
所
の
見
税
.
整
鋭
校
に
於

τ漁
業
組
合
、
共
聯
合
曾
、
輸
出
組
合
、
重
要
輸
出
工
業
組
合
、
共
聯

合
曾
の
見
税
、
党
換
銀
行
券
袋
行
税
に
於
T
政
府
の
特
命
に
よ
り
一
筒
年
千
百
庁
十
又
は
其
以
内
の
利
息
叉
は
無
利

息
に
て
政
府
百
人
は
共
他
へ
貸
付
し
た
る
先
換
銀
行
券
叫
見
税
に
行
は
る
、
}
、

論

叢

公
益
上
白
先
甜

慎
二
十
一
巷

(
第
二
娩

五
) 

λ 
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幽町

叢

公
益
上
四
見
積

第
二
十
一
巻

{
第
二
腕

一一、
J、
山

~，、

諭
に
原
料
課
税
を
避
〈
る
矯
め
じ
行
は
る
、
も
の

て
行
は
晶
、
。
け
悶
有
吊
血
税
-
h

依
る
の
は
、
酒
池
税
仁
て
同
一
製
造
場
内
に
て
酒
類
を
製
造
す
る
縛
め
原
料
正
し

τ使
用
す
る
酒
類
。
酒
精
及
酒
精
合
有
飲
料
税
に
で
同
一
製
造
場
内
仁
て
酒
精
又
は
酒
精
合
有
飲
料
を
製
池
す
品

(
我
闘
に
て
は
此
が
岡
有
の
免
税
己
、
国
m枕
ご
二
の
形
式
仁

潟
め
原
料
ざ
し
て
使
用
す
る
酒
精
叉
凶
酒
精
合
有
飲
料
。
醤
油
税
に
於
け
る
醤
油
の
原
料
た
る
鵠
泊
。
砂
糖
消
費

税
じ
於
け
る
砂
糖
・
糖
水
、
酒
精
の
製
池
の
原
料
ご
し
て
の
砂
糖
、
糖
質
の
兎
税
に
行
は
れ
、
同
日
国
民
税
の
形
に
よ

る
の
は
、
工
業
用
に
供
す
る
酒
獄
、
酒
精
其
他
酒
精
舎
有
飲
料
。
煉
乳
原
料
に
使
用
せ
ら
る
、
砂
糖
、
に
於
て

V

あ
る
)
。同

輸
出
奨
励
の
矯
め
に
行
は
る
、
も
の
(
我
闘
で
は
此
が
初
め
よ
b
の
兎
税
己
、
艮
税
正
の
こ
の
方
法
に

τ

行
は
る
、

o
n固
有
の
兎
税
に
よ
る
の
は
、
砂
繍
消
費
税
仁
一
於
り
る
輪
出
せ
ら
る
、
砂
糖
、
糖
蜜
、
精
水
の
兎

税
、
織
物
消
費
税
に
於
け
る
外
闘
に
輸
出
す
る
織
物
叉
は
製
品
ピ
し

τ外
闘
に
輸
出
せ
ん
正
す
る
織
物
の
兎
税
、

責
鶏
税
に
於
げ
る
外
岡
輸
出
の
買
薬
の
兎
税
、
骨
牌
税
に
於
げ
る
輸
出
骨
牌
の
兎
税
で
ゐ
り
、
げ
円
戻
枕
に
よ
る
の

は
、
輪
出
の
酒
類
、
酒
精
又
は
酒
精
合
有
飲
料
、
葬
酒
、
輪
出
小
川
鵠
油
・
消
費
税
を
納
付
し
た
る
織
物
又
は
之
を

以
1
製
お

L
た
る
物
日
開
の
総
出
、
輸
出
菓
子
又
は
糖
菓
の
原
料
た
る
砂
糖
に
於
り
る
戻
税
で
あ
る
)

パ
勺
特
定
の
物
件
又
は
行
錯
の
過
重
負
据
ケ
避
り
ん
が
錦
め
に
行
は
晶
、
も
の
(
例
之
、
清
算
取
引
に
於
り
る

特
質
買
国
民
の
取
引
税
免
除
、
小
切
手
の
印
紙
税
見
除
、
見
本
の
骨
牌
、
責
薬
品
宵
業
者
の
見
本
周
の
貰
染
の
免
枕
)

附川そを f

婚相繍僻鈴械情，'f');;)
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.r 
付
外
岡
閥
係
に
於
て
二
重
課
税
金
遊
〈
る
が
縛
め
に
せ
ら
る
、
も
の

、
な
る
け
れ
ど
も
、
貨
は
内
閣
人
の
岡
~
立
場
に
あ
る
も
の
、
外
闘
に
於
け
る
負
婚
を
兎
れ
し
め
ん
が
翁
め
に
行

(
正
面
に
は
外
国
人
を
兎
税
す
る
こ
ご

は
る
、
も
の
で
ゐ
っ
て
・

日
本
に
住
所
を
有
た

5
る
外
岡
人
外
闘
法
人
の
外
風
船
籍
を
有
す
る
船
舶
の
所
得
に
劃

す
る
所
得
税
の
兎
税
に
行
は
る
、
)
・

に
見
枕
の
問
題
ご
な
る
場
合

は
現
に
免
税
せ
ら
る
、
、
も
の
に
し
て
課
枕
の
糊

U
べ
き
も
の

1
l
t
L
て
は
水
利
組
合

ω分
携
金
の
如
、
き
は
我

園
所
得
税
法
下
で
も
一
の
公
認
ご
し
て
必
要
の
経
費
ご
し
て
控
除
苫
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
或
は
財
産
改
良
の
勉
め

の
、
所
得
使
用

t
見
て
之
が
控
除
を
認
め
な
い
方
が
至
賞
か
も
知
れ
な
い
(
詰
=
七
)
O

(
駐
ニ
七
}

ヘ
ル
フ
ト
は
、
地
主
の
劫
ふ
べ
き
提
防
負
抱
、
共
白
川
本
排
水
組
合
自
分
抱
金
、
水
害
瞳
防
分
抱
金
帯
、
特
に
用
水
排
水
組
合
の
は
、

政
且
目
的
に
役
立
ち
、
財
産
相
加
由
錦
品
目
所
得
依

mと
泊
L
得
る
。
随
ふ
て
生
産
品
到
と
い
ふ
こ
と
を
得
な
い
。
岐
的
は
之
に
つ
き
柱
酷
詩
格
自

蛾
振
由
揖
擦
を
、
便
宜
に
位
い
た
@
此
は
各
鶴
自
場
合
に
十
分
離
食
な
る
匝
川
特
徴
を
依
〈
も
心
だ
と
L
て
肘
る
叫

同
現
に
課
税
せ
ら
る
、
も
免
税
の
糊
む
べ
き
も
の
1
1
1
Z
し

τは
我
所
得
税
の
法
人
留
保
所
得
隷
税
を
、
特
に

積
立
金
の
充
賓
の
些
ま
L
き
替
業
た
る
銀
行
、
保
険
業
に
つ
き
辺
地
除
す
る
一
』
芭
の
如
き
を
事
げ
得
る
o

第
三
段

枇
合
政
策
の
理
由
に
於
け
る
兎
税

叢

府

公
盆
上
回
克
粧

第
二
サ
一
笹

(
部
二
腕

仁
) 

J又

五

3即死棉特別

Helft. .1. .1. o. S. 8 30) 
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議

(
第
ニ
腕

=
一
八
)

公
益
上
白
弛
稲

第
二
十
一
審

一
入
六

一
見
枕
の
場
合
及
其
理
由

A
枇
曾
的
事
業
叉
は
凶
鐙
の
苑
税
(
我
闘
の
例
で
は
、
所
得
税
に
於
り
る
会
盆
法
人
、
産
業
組
合
、
同
聯
合
曾
、

同
中
央
曾
の
耳
目
税
、
営
業
税
に
於
け
る
産
業
組
合
・
同
聯
合
曾
、
同
中
央
曾
の
苑
税
、
田
空
録
税
仁
於
け
る
産
業
組

牛一一一一明快い

合
、
同
聯
合
曾
、
同
中
央
舎
が
組
合
法
に
基
-
て
錯
す
務
記
の
兎
税
)
|
|
此
積
の
も
の
は
日
公
共
同
憶
に
代
り
て

其
公
共
的
使
命
の
一
部
を
行
ふ
も
の
ご
も
い
ひ
得
る
か
ら
、
之
に
謝
し
て
兎
税
す
る
は
常
然
で
あ
る
(
組
二
八
)
G

特

に
産
業
組
合

ι宝
つ

τは
我
法
制
で
は
之
に
一
耽
合
的
意
義
を
認
め
て
兎
税
ご
し
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
其
は
見
様

に
よ
0
τ
は
組
合
員
の
営
利
の
矯
め
の
も
の

r
tも
U
ふ
へ
き
で
あ
る
。
組
合
員
に
貰
却
す
る
購
買
組
合

ω如
き

仁
て
は
此
に
所
得
な
し
ご
も
説
明
し
得
る
が
(
雌
二
目
九
)
、
其
他
の
組
合
で
は
、

一
の
法
人
ご
し
て
総
盆
金
か
ら
鱒
損

金
を
引
去
っ
た
残
り
の
も
の
、
存
す
る
以
上
、
之
仁
所
得
ゐ

h
z
Lな
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
叉
凪
官
業
税
の
知
〈
外
形

標
準
に
よ
る
も
の
に
て
も
特
別

ω見
税
規
定
な
き
以
上
は
之
に
も
諜
祝
さ
れ
る
こ
己
、
な
る
(
註
三
O
)
O

之
を
兎
税

ご
し
た
の
は
杢
(
枇
曾
的
意
義
か
ら
で
あ
る
{
註
三
ご
。

(
健
二

A
)

テ
ス
カ
は
、
負
措
一
般
原
則
自
例
外
3

と
し
て
は
、
人
類
同
胞
的
諮
善
的
性
貨
の
私
的
組
織
に
行
は
る
L

O

此
が
克
枇
は
、
此
等
借
入
額

的
諮
善
的
組
織
が
文
化
使
命
を
、
い
は
ば
公
共
問
惜
『
此
使
命
を
常
に
或
鹿
ま
で
由
み
克
た
し
得
る
所
自
)
目
代
り
に
引
受
〈
る
か
ら
擁
護
せ
ら
る

と
鴻
L
、
♂
手
シ
セ
ン
も
、
同
家
主
其
臓
器
内
賀
行
に
於
て
肋

t
る
私
刷
櫨
砂
押
坤
め
に
材
産
及
所
得
を
兎
拍
す
る
の
は
迦
例
で
あ
り
、
怒
蕃
岡
鐘

時ム刊ヤ

は
泊
例
謀
枯
せ
ら
れ
ず
と
い
ひ
、
エ

1
4
ル
ヒ
も
、
民
白
兎
枯
は
詣
善
的
公
盆
的
目
的
自
国
崎
め
の
則
岡
、
普
埠
物
、
協
骨
与
の
見
積
で
あ
る
と
絡

し
、
タ
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
ー
も
、
租
積
一
般
原
則
の
例
外
と
し
て
訟
善
的
財
倒
見
は
協
合
を
事
げ
、
イ
ヲ
ア
エ
ル
ダ
ス
は
、
議
善
事
業
由
利
益
に



於
て
救
貧
金
庫
促》

兎
揚

"' 行
は
る
と
町、
λ、
て
居
Z 
。'"

尤
も
ワ
ル
ヵ
ー
の
如
き
は
、
識
善
岡
組
、
尉
岡
山
士
地

A
費
本
よ
り
の
所
得
に
は
課
桔
き
れ
な

f
て
は
な
、
b
由
と
控
窟
L
て
居
る
。

制
ほ
、
猫
謹
法
人
軸
で
仕
、
主
儲
か
ら
し
て
専
ら
公
盆
的
菰
普
的
H
的
に
役
立
ワ
所
の
内
聞
白
人
目
剛
姐
及
問
的
財
産
を
蒐
仁
、
物
値
上

q
L
て

は
、
法
人
、
骨
造
物
、
財
刷
、
公
法
上
自
目
的
財
産
に
て
主
と

L
て
公
共
刺
盆
に
て
替
ま
る
ゐ
企
業
山
牧
入
、
行
政
又
は
持
他
的
公
共
的
公
益
的

叉
は
藷
義
的
目
的
に
役
立
ち
又
は
其
使
用
が
俸
給
。
一
部
を
成
す
ト
地
建
物
及
利
用
す
べ
き
櫨
利
由
利
削
倒
備
を
兎

f
る附

(
註
ニ
九
)

拙
文
、
所
得
本
惜
の
不
明
確
又
は
捕
拠
能
に
器
{
不
公
平
諜
枕
の
可
能
品
静
岡
。
向
ほ
、
ケ
ツ
4

も
、
組
合
員
に
山
口
み
腕
賀
す
る
購
買
組

告
に
て
は
兎
車
、
所
得
も
純
牧
証
も
な
い
。
其
肥
官
出
、
組

A

廿
良
か
ら
品
開
り
多

f
、
印
ち
組
合
費
用
を
超
描
し
て
挽
日
れ
た
る
個
格
部
自
制
戻
に

持
な
、
b
ぬ
か
ら
と
い
ふ
。

此
組
合
の
轡
刺
的
な
る
牲
質
か
ら
い
へ
ば
兎
枯
す
eへ

き
て
な
い
@
ク
ド
午
イ
シ
ウ
孟
ヒ
タ
ー
は
、
産
業
組
合
を
込
め
て
僻
利
訟
人
目
、
私

浩

組
済
的
川
的
を
有
ち
随
ふ
て
彼
轄
の
替
業
U

引
所
得
枕
に
従
ふ
は
討
然
だ
と
い
ふ
ロ

(陸
Z
O〉

(
睦
三
ご

絹
迎
法
人
柑
は
、
庖
業
組
告
に
は
其
土
地
、
費
本
財
産
及
骨
業
よ
り
目
牧
入
に
阻
り
て
姐
抽
L
、
共
仕
事
が
組
告
員
自
範
閏
に
眠
る
組

合
に
て
は
管
業
と
い
ふ
こ
と
が
仰
定
せ
ら
れ
向
。
柑
ほ
問
枯
で
は
抑
正
保
険
骨
祉
を
も
開
放
と
し
、
世
大
利
所
得
粧
て
も
、
相
互
曾
祉
は
、
共
土

地
家
目
地
泊
所
得
及
源
泉
課
枯
の
行
は
Z
子
も
の
を
除
き
て
、
免
税
す
る
明

同
枇
曾
的
事
業
又
は
胤
飽
へ
の
分
鎗
金
寄
贈
金
口
聞
の
弛
税
{
我
闘
で
は
相
続
税
に
於
付
る
慈
善
其
他
的
公
盆
事

業
に
劃
す
る
贈
典
、
遺
婚
の
謀
税
標
準
よ
h
の
除
算
、
印
紙
税
に
於
け
る
慈
善
、
目
公
共
事
業
の
矯
め
に
す
る
寄
附

仁
闘
し
官
廊
又
は
る
暑
に
提
出
す
る
殺
害
の
免
税
に
現
は
る
、
)
!
ー
も
亦
花
、
枇
曾
事
業
の
重
要
に
し
て
糊
む

ぺ
き
・
も
の
な
る
こ
ぜ
を
認
め
る
以
上
は
嘗
然
の
、
』
芭
で
あ
る
。

の
み
な
ら
十
之
に
つ
い
て
は
我
闘
の
や
う
に
相
繍

論

最長

公
極
上
内
兎
枯

第
二
十
一
巷

〔
第
二
抗

コ-A 
) 

F、
t二
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論

議

第
二
十
一
巻

ノにノ，

(
第
二
税

四
O
)

品
盆
上
の
兎
枯

税
や
印
紙
税
の
み
で
は
足
ら
争
、
進
ん
で
所
得
税
に
て
も
兎
税
を
行
ふ
て
良
か
ら
う
定
三
二
)
。

{
陸
亘
ニ
)

豊
岡
て
位
、
年
内
に
貨
際
に
専
ら
宗
敬
、
慈
善
、
串
術
、
敬
育
上
自
目
的
又
は
小
供
又
は
動
物
虐
待
防
止
の
目
的
山
胤
世
へ
闘
し
た
寄

附
を
純
所
伴
よ
り
控
除
す
る
こ
と
が
許
き
る
。
尤
も
其
入
山
岳
所
得
の
百
分
十
五
走
血
り
と
す
。
滴
誕
所
得
暗
に
て
も
、
専
ら
樫
問
、
郵
街
、
蔀

善、

4
4
盆
日
山
白
内
園
。
協
合
へ
白
分
掛
金
配
克
亡
、
但
L
各
人
目
金
所
得
の
百
分
十
限
り
と
す
凶
(
描
逸
ど
は
一
九
二
六
年
生
て
小
住
宅
政
築

b
内
闘
的
公
盆
協
官
へ
自
分
描
金
を
も
控
除
す
)

。
保
険
の
掛
金
の
兎
枕
(
我
岡
で
は
自
己
又
は
家
族
又
は
共
相
続
人
を
保
険
合
」
党
収
入
t
す
る
生
命
保
険
契
約

の
翁
め
に
抑
込
ま
れ
た
る
保
険
料
年
額
二
百
回
限
h
本
人
の
申
請
に
よ
b
所
得
税
の
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
る
こ
芭

に
て
行
は
る
、
)
|
|
保
険
に
謝
し
て
は
、
之
が
掛
金
を
以
て
車
に
所
得
の
維
持
費
ご
か
生
産
設
ご
か
い
ふ
風
仁

見
て
之
を
所
得
か
ら
控
除
す
ぺ
し
ご
の
考
も
ゐ
る
が
(
批
三
三
)

某
は
厳
格
に
い
ふ
て
嘗
ら
ぬ
。
必
宇
し
も
之
に
よ

り
て
十
分
に
維
持
さ
る
、
正
限
ら
す
、
叉
他
日
牧
得
す
る
保
険
金
の
費
用
ご
は
い
へ
る
ご
し
て
も
、
現
在
得
っ
、

ゐ
る
所
得
の
潟
め
の
費
用
で
は
な
〈
て
、
其
一
の
使
用
に
外
な
ら
凶
(
註
三
回
)
。
或
は
叉
此
保
険
正
い
ふ
こ
ど
が
一

般
枇
曾
生
活
の
安
定
を
保
つ
に
必
要
だ
か
ら
携
刷
し
な
〈
て
な
ら
守
随
ふ
て
此
が
掛
金
を
兎
A
Y
る
が
良
い
正
も
い

ふ
が
(
註
=
一
豆
、
併
し
畢
主
す
る
に
此
は
一
の
財
の
集
積
方
法
に
過
ぎ
な
い
か
ら
(
段
=
一
六
)
、
其
の
宙
者
に
属
す
る
も

の
ま
で
も
兎
税
に
よ
h
て
抽
出
む
べ
き
で
は
な
〈
.
其
は
彼
等
の
自
由
に
任
か
し
て
も
相
官
に
行
は
る
、
こ
芭
で
あ

b
、
租
税
ご
し
て
は
軍
に
細
民
の
経
憐
澗
立
維
持
の
便
宜
の
縛
め

rり
を
考
へ
、
枇
曾
保
険
の
掛
金
、

一
定
限
以

下
の
普
踊
保
険
の
掛
金

rけ
を
免
税
す
れ
ば
良
い
(
註
三
七
)
O

叉
此
は
同
性
質
の
貯
蓄
、
己
同
等
に
し
な
り
れ
ば
遁
脱

Holmcs， Fedcral income tax. p・36.1¥1arcuse， Das neue Reichsstcl1err 
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八
九

の
途
を
開
〈
こ
官
、
も
な
b
叉
不
公
平
に

E
な
る
(
駐
三
入
」
。
我
闘
で
は
貯
蓄
金
の
利
子
の
弛
稔
V
い
け
を
典
へ
て
居

る
が
、
貯
蓄
金
ご
せ
ら
れ
た
も
の
、
所
得
控
除
を
も
許
し
て
良
い
「
註
三
九
)
O

(
信
三
国
己
ヤ
ス
ト
ロ
ー
及
プ
ラ
ウ
ア
ー
は
、
生
命
保
険
掛
金
と
生
産
拠
と
の
刷
係
を
論
じ
、
接
吻
力
を
捗
働
責
本
に
比
L
、
此
掛
金
は
、
企
業
者

が
共
同
定
及
謹
判
費
本
を
天
災
に
よ
る
暗
接
に
封

L
保
険
す
る
掛
金
と
同
一
性
質
と
し
て
居
る
哨

(
魅
三
回
)

ヘ
ル
ア
ト
仕
、
此
訪
に
劃
し
て
は
、
所
得

ω
紘
持
は
生
命
保
険
に
よ
り
て
仏
ず
し
も
拠
へ
ら
れ
ず
、
精
々
他
り
も
の
に
よ
る
珊
所
得
。

補
充
と
な
る
ζ

と
に
て
答
へ
ら
る
と
い
V

ふ
て
居
る
同

(註
E
Z』
司
ル
フ
ト
は
、
生
命
保
険
は
世
曾
的
に
組
織
せ

ιれ
U
つ
之
に
よ
り
て
楠
呆
を
保
闘
さ
れ
た
る
貯
蓄
と
し
て
筒
人
貯
蓄
土
り
も
勝
る
。

共
普
及
は
科
粧
済
的
利
益
に
も
、
同
岡
崎
翻
済
的
利
益
に
も
、
趨
う
と
い
ふ
て
府
る
叫

(
佐
官
Z
A
)

マ
ル
ク
1
4
m
は
、
私
自
保
険
へ
の
保
険
料
由
控
除
は
、
保
肢
が
財
産
自
集
積
に
技
立
ワ
も
の
だ
か

b
、
半
端
鑓
則
的
山
も
の
だ
と
い

ひ
、
プ
レ
ー
ン
也
、
此
が
本
端
は
控
除
さ
る
べ
き
も
の
で
壮
い
川
い
ふ
て
居
る
o
尤
も
イ
ヲ
ア
エ
ル
戸
ス
は
、
保
険
掛
金
や
貯
蓄
金
山
免
粧
を
、

恰
か
も
尉
嵩
集
績
の
利
益
に
於
て
行
は
る
h

も
?
と
し
て
居
る
M

{
睦
三
者
)

ス
ト
ル
ツ
ツ
は
、
枇
曾
保
険
生
命
保
愉
へ
由
掛
金
控
除
は
、
此
が
特
に
紐
情
的
弱
者
白
か
ら
給
付
せ
ら
れ
る
こ
止
を
個
定
L
、
恰
か
も
此

翻
梼
的
弱
者
を
宥
恕
す
る
儲
品
だ
主
し
て
居
る
叫

向
ほ
硝
場
所
得
拾
に
で
も
、
時
病
、
傷
害
、
越
暁
、
北
業
保
険
、
皐
婦
孤
児
及
恩
給
金
刑
白
掛
金
、
年
額
百
マ
ル
ク
ま
で
白
死
亡
金
剛
山
分
抱

金
、
年
師
聞
大
百
マ
ル
ク
を
超
へ
ぎ
る
だ
け
に
て
義
語
者
自
身
及
家
族
四
死
亡
又
は
生
存
保
輸
掛
金
を
所
得
か
ら
佐
陪
し
て
尉
リ
、
比
貼
は
膏
捕
逸

各
邦
白
所
得
続
に
て
も
略
ぼ
掴
似
と
な
り
、
英
固
に
て
も
所
得
税
を
謀
せ
ら
る
h

各
人
は
、
自
己
及
曹
の
生
命
的
処
め
に
年
内
に
抑
ひ
た
る
生
命

保
険
白
掛
金
町
っ
き
、
凡
べ
て
由
源
よ
り
生
ず
る
さ
刷
所
得
D
六
分
一
回
目
，
、
宥
恕
一
を
受
〈
る
こ
と
が
山
車
る
o
俳

L
此
宥
恕
仕
組
品
川
紐
に
は
適

用
さ
れ
な
い
。

(
佐
官
T
A
)

ス
タ
シ
フ
は
、
生
命
保
駒
田
掛
金
に
上
る
貯
蓄
を
有
利
と
す
る
免
税
が
離
翻
す
る
な
ら
ば
、
租
松
高
串
の
材
果
が
、
他
白
範
暗
か
ら
、

論

叢

公
益
上
の
車
軸

第
二
十
一
魯

(
第
一
一
抹

凹

) 
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ト
l
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論

議

第
二
十
一
巻

九
O 

第

披

公
益
上
山
発
柑

四

) 

此
保
除
四
方
へ
貯
蓄
物
を
移
す
と
と
誌
な
る
で
あ
ら
う
と
い
ひ
、
九
ト
ル
ツ
ザ
一
位
、
曲
生
命
保
険
揖
金
白
兎
積
匹
、
方
便
掛
奇
が
泊
め
か
又
は
健

鹿
決
理
由
錨
め
か
に
て
之
を
掛
け
な
か
っ
た
者
、
其
は
他
人
出
免
措
さ
れ
た
生
命
保
険
掛
告
に
主
切
て
安
全
'
と
す
る
由
を
租
稲
義
務
あ
る
貯
蓄
に

よ
り
て
謹
す
る
と
と
誌
な
る
白
件
な
き
者
量
不
制
止
す
と
錨
L
、
へ
ル
フ
ト
も
、
此
控
除
に
よ
り
て
プ
方
的
は
資
本
蓄
積
山
一
定
形
式
を
他
府
も

心
よ
り
も
宥
利
と
し
、
時
謀
者
世
不
健
康
者
弱
者
よ
り
も
有
利
と

L
、
往
々
に
し
て
抑
誌
玄
れ
た
る
掛
金
が
問
も
な
(
叫
世
保
険
解
約
に
よ
り
て

慣
謹
せ
ら
れ
る
こ
と
誌
な
る
。
だ
か
ら
此
は
生
命
保
険
の
鴻
め
に
租
税
政
策
上
不
公
正
な
る
偏
草
だ
と
い
ふ
て
居
る
。
尤
も
此
陣
除
解
約
白
不
都

合
に
封
し
て
は
、
比
曲
師
き
退
却
を
怯
待
上
租
軸
義
務
あ
る
所
停
止
す
る
こ
と
に
て
防
「
と
と
が
出
車
る
“

(
位
三
九
〕

描
筒
埴
所
得
枕
て
は
一
九
二
二
年
法
に
よ
り
、
共
支
抑
が
唯
だ
死
亡
の
場
合
又
は
三
十
年
後
に
白
み
生
じ
且
つ
共
契
約
の
臨
時
誕
民
を
地

楽
し
た
る
貯
蓄
金
に
も
住
除
を
詐
す
@

D
枇
曾
的
弱
者
の
生
活
を
減
給
す
る
こ

z
h
r
遜
〈
る
忽
め
の
兎
税
(
其
は
彼
等
の
所
得
に
闘
し
て
現
は
れ
、
或

は
其
支
出
に
閥

L
て
現
は
れ
る
o

我
闘
で
い
共
所
得
に
闘
し
て
現
は
れ
る
の
は
、
所
得
税
に
於
り
る
免
税
貼
、
累

進
卒
、
勤
勢
所
得
、
係
累
者
の
軍
吉
田
O
)
、
貯
蓄
債
券
利
子
、
復
興
貯
蓄
債
券
の
利
子
、
郵
便
貯
金
、
農
業
組

合
貯
金
・
銀
行
貯
蓄
預
金
の
利
子
の
見
税
、
扶
助
料
、
傷
炭
疾
病
者
の
恩
給
込
隠
料
、

法
定
扶
養
料
の
呂
田
税
(
諮
問

一
)
、
印
紙
税
に
於
げ
る
復
興
貯
蓄
債
券
の
兎
税
、
俸
給
給
料
歳
費
手
嘗
金
賞
典
金
年
金
恩
給
金
扶
助
料
旅
費
救
純

金
の
受
取
書
の
免
税
(
誌
四
三
、
議
録
税
に
於
げ
る
復
興
貯
蓄
債
券
の
由
貿
行
に
よ
る
批
債
持
記
の
兎
殺
で
あ
号
、
ろ

支
出
に
閲
す
る
の
は
、
消
費
税
に
於
り
る
必
要
品
の
不
課
税
又
は
軽
課
税
、
特
に
織
物
消
費
税
に
於
け
る
自
己
叉

は
其
家
族
の
用
に
供
す
る
録
的
自
ら
製
越
し
た
織
物
の
兎
税
に
現
は
る
、
)

|
|
比
は
能
力
原
則
か
ら
も
説
明
さ

Slamp， Fllndamental principles ot taxation. p. J59. 5trutz，Grundlehren. 
s. 74. HeIrt， a. a. O. S. 21. 
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る
イ
き
げ
ι
が
・
同
時
に
此
に
一
耽
曾
的
考
慮
も
加
は
り
得
る
。

住'桂
四 回
目 o

錨
地
所
得
税
で
は
、
之
正
闘
聯
L
て
小
住
宅
新
設
奨
剛
山
一
時
め
、
之
が
義
務
者
白
岡
有
O
費
用
。
百
分
七
十
五
回
寛
桔
ポ
許
さ
れ
る
叫

燭
趨
所
得
枕
，
て
は
此
と
似
た
も
山
て
は
疾
病
樺
険
よ
り
目
交
付
金
、
枇
助
必
要
目
録
的
回
公
費
よ
口
リ

ω
補
助
金
主
摘
げ
て
居
る
。

(
住
岡
ニ
)

比
は
む
し
ろ
主
と

L
て
能
力
原
則
か

ιい
ふ
方
が
世
っ
て
居
る
で
あ
ら
う
が
、
一
部
の
も
自
に
は
枇
骨
的
考
成
も
あ
る
。

一
一
兎
枕

ω問
題
ご
な
る
場
合

A
現
に
兎
税
せ
ら
る
、
も
の
に
じ
て
課
税

ω湖
む
ぺ
き
も
の

1
ト
-
己
し
で
は
獅
逸
に
於
け
る
職
業
同
値
及
此
凶

健
へ
の
分
据
金
の
国
血
税
「
註
四
一
ニ
)
の
如
き
を
準
げ
る
こ
ど
が
出
来
る
。
此
に
一
耽
曾
政
策
上
の
理
由
を
認
め
る
よ
ご
も

出
来
な
い
で
は
な
い
が
喜
四
型
、
併
し
此
職
業
岡
健
な
る
も
の
が
公
盆
を
念
ご
す
る
よ
h
は
、
聞
係
者
仲
間
の
共

同
的
利
己
を
計
h
、
雄
々
会
盆
仁
反
す
る
こ
ど
を
行
ふ
も
の
ど
か
ら
、
免
税
は
過
ぎ

τ居
る
ピ
思
ふ
。

摘
地
所
轄
耽
-
て
は
、
義
務
省
及
其
家
族
自
公
の
職
難
的
及
嗣
抽
間
的
代
童
図
岨
官
、
例
之
商
業
合
議
厨
(
此
だ
け
は
我
岡
て
は
一
山
公
北
幽

悼
と
な
っ
て
特
別
な
も
の
だ
が
可
能
川
命
、
疎
剛
師
脅
山
会
保
険
分
挽
金
、
全
法
的
問
質
を
傭
へ

f
る
も
其
目
的
が
非
嗣
抽
問
的
業
務
に
向
へ
る

職
業
代
書
聞
樺
戸
例
之
、
職
工
組
合
、
同
業
組
合
、
蹄
護
士
組
合
心
分
抱
企
を
所
得
か
ら
控
除
す
べ
き
も
の

K

L
、
法
人
紛
で
は
此
等
の
剛
蝉
を

胞

も
兎
じ
て
肘
る
。

『
位
四
三
)

(
匙
岡
田
)

仰

ヘ
ル
フ
ト
は
、
此
が
分
婚
金
心
佐
除
由
一
朗
由
を
積
禍
的
な
恥
骨
政
策
的
目
的
に
あ
り
&
活
す
。

B
現
に
課
税
せ
ら
る
、
も
兎
税
的
動
む
べ
き
も
の
1
1
i
z
L
て
は
泣
は
、
レ
我
闘
で
も
日
公
袋
事
業
へ
の
寄
附
分

携
金
、
を
一
定
限
仁
於
て
所
得
よ
ち
控
除
す
る
こ

Z
を
事
げ
ゃ
う
三
思
ふ
。
備
は
英
外
に
、
保
険
掛
金
が
一
定
限

諭

量豊

" 

公
益

t
の
免
措

事

現

第
三
十
一
審

四コ一)
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T轟晶画

i市

議

九

第
=
十
一
幸

公
益
上
の
兜
枕

(
第
二
批

凹
凹
)

に

τ控
除
Z
れ
て
居
る
の
ご
並
ん
で
・
貯
蓄
預
金
仁
も
同
様
、

二
定
令
額
を
限
h
之
を
認
め
て
至
嘗
吉
田
山
ふ
。
其

代

b
之
を
引
出
し
て
使
つ

τは
い
ー
か
凶
か
ら
・
一
定
の
永
い
年
間
不
動
の
燥
件
の
も
の
仁
限
る
外
ゐ
る
ま
い
γ

。

み
備
は
今
一
つ
地
租
に
於
一
げ
る
一
定
以
下
の
も
の
、
見
恥
な
ど
も
良
か
ら
う
。

第
四
段

其
他
の
公
盆
上
の
理
由
仁
於
け
る
兎
杭

一
免
税
の
場
合
及
其
理
由

A
見
税
の
理
由

!
l此
に
上
越
以
外
の
公
盆
上
の
理
由
ピ
い
へ
ば
、
数
育
宗
致
共
他
一
般
風
致
土
、
衛
生
上
‘

公
共
生
活
上
等
に
於
り
る
必
要
を
示
す
の
で
あ
る
o
立
(
は
或
度
ま
で
前
記
の
も
の
ご
不
可
分
仁
立
つ

τ居
る
o
其

に
謝
し
和
税
の
負
備
を
除
〈
-
』
正
に
は
異
議
あ
る
を
得
向
。

B
兎
税
の
場
合

い
H

公
盆
剛
鱒
又
は
公
築
主
鰭
の
兎
枕
(
我
闘
の
例
で
は
、
所
得
税
に
於
け
る
会
盆
法
人
、
柿
刷
、
寺
院
・
耐

字
、
仰
堂
の
見
税
(
詰
問
主
)
、
地
税
に
於
け
る
府
賑
枇
地
、
榔
村
枇
地
、
招
魂
枇
地
の
兎
税
(
註
凹
六
)
、
鵬
首
業
税
に
於

げ
る
新
聞
紙
訟
に
依
る
削
版
業
者
の
見
税
(
註
四
七
}
、
登
録
税
に
於
り
る
枇
寺

堂
宇
の
敷
地
の
免
税
、
酒
造
税
に

於
け
る
一
脚
枇
に

τ古
例
に
よ
り
明
治
十
三
年
以
前
よ
り
引
頼
、
き
酒
類
を
製
造
す
る
一
年
製
造
石
敷
一
石
以
下
の
見

税
仁
現
は
る
)

ー一一一一，吋"
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， 

(
陸
四
五
)

ジ
エ
ン
セ
ン
は
、
同
家
を
共
職
分
の
賀
行
に
於
て
助
(
る
私
園
鶴
自
活
め
の
財
産
及
所
得
を
免
税
す
る
申
が
遁
例
で
あ
り
、
事
描
副

値
、
宗
教
回
世
は
祖
例
、
謀
殺
せ
ら
れ
ず
と
い
ひ
、
エ

1
4
ル
ヒ
は
、
民
の
発
抵
は
、
議
普
的
住
盆
的
目
的
自
肘
刷
、
替
造
物
、
協
合
自
其
だ
と

沼
L
、
ク
ヲ
イ
シ
ウ
且
ヒ
タ
ー
は
、
租
紘
一
般
原
則
白
例
外
と

L
C
京
致
的
自
財
闘
又
は
協
合
を
事
げ
て
肘
る
叫

加
地
法
人
粧
で
は
、
事
ら
公
盈
的
慈
善
的
目
的
に
役
立
つ
内
岡
田
人
白
同
組
且
目
的
財
度
。
牧
入
を
克
仁
、
都
b
f
る
法
人
、
骨
造
物
、
則
圏
、

公
法
上
山
目
的
財
践
に
あ
り
て
は
、
主
と
し
て
公
盆
の
侃
め
静
ま
る
-
h
A

常
業
の
牧
入
、
公
止
心
的
、
公
益
的
又
は
慈
善
的
目
的
に
用
立
ち
又
は
其
使

川
が
梓
蛤
の
一
部
を
戒
す
所
の
土
地
建
物
及
剥
川
す
べ
き
脚
剰
の
健
川
倒
値
。
内
閥
的
寺
院
、
生
法
上
回
寺
院
削
縄
及
替
地
物
、
及
其
他
白
寺
院

的
目
的
に
役
立
つ
人
白
回
世
、
普
浩
物
、
財
副
、
目
的
財
産
に
て
は
、
此
目
的
の
泊
め
に
止
じ
及
其
他
直
接
に
使
用
せ
ら
る
‘
J
収
入
、
其
建
築
工

事
の
錨
め
、
備
佃
の
養
老
疾
病
寡
婦
孤
見
山
世
話

A
敬
宵
の
稿
品
、
並
に
俸
給
自
泊
め
に
鴻
寵
さ
れ
た
る
牧
入
、
寺
院
建
築
組
合
、
寺
院
建
築
基

金

の

史

、

並

に

聞

と

宗

教

理

主

問

自

主

に

よ

る

一

目

zzt兜
ず
る
訓

(
駐
四
六
一
ペ
ラ
フ
エ
ル

F
h
は
、
公
共
術
止
の
制
盆
に
於
て
保
養
地
に
建
て
ら
れ
た
建
物
の
兎
靴
、
京
敬
の
利
盆
に
於
て
宗
敢
に
役
立
つ
建
物
の

免
税
が
行
は
る
と
い
ふ
て
居
る
が
、
我
闘
で
も
陶
枕
と
し
て
一
品
川
m
粧
が
あ
れ
ば
岡
椋
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

{
住
四
七
)

は
、
彼
に
於
け
る
公
盆
上
白
値
命
を
頂
〈
見
、
半
ば
公
盆
を
計
る
者
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。

同
会
盆
閥
係
物
件
の
兎
税
(
我
閣
の
例
で
は
、
墳
墓
地
、
用
感
水
路
・
溜
池
、
堤
場
、
井
溝
、
鎖
道
用
地
、

軌
道
用
地
、
蓮
河
用
地
、
保
安
林
、
公
衆
の
用
に
供
す
る
道
路
、
砂
防
法
に
よ
る
一
定
土
地
に
謝
す
る
地
租
の
免

出
版
業
者
を
公
省
副
蝿
又
は
主
位
と
い
ふ
白
は
言
過

f
eて
あ

m
、
本
車
一
自
俸
制
識
者
に
件
な
、
b
自
の
だ
が
、
之
を
見
積
と
す
る
の

税
(
諮
問
主
・
墳
墓
地
に
つ
き
て
の
準
録
税
の
兎
校
、
伊
呂
波
歌
留
多
・
歌
加
留
多
M
A
政
府
の
認
許
を
待
た
る
骨
牌

の
見
枕
在
四
九
)
、
家
督
相
続
に
劃
す
る
相
続
枕
の
特
別
清
怨
の
如
き
に
現
は
る
)

{
駐
四
八
)

此
年
白
克
枕
は
経
済
上
白
珂
山
に
も
凶
る
こ
と
が
少
く
な
い
。

議

言詣

公
益
上
の
克
枇

部
二
十
一
巻

毒事

也E

四
五

つ内

Kleinwachter， a. a. Q. Ehebe唱， a. a. O. S. 187・Jensen. 1. c. p. '73・
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論

公
益
上
山
発
時

件
二
十
一
巻

(
第
三
載

~~ 
J、

ヅL

p-~ 

叢

(
註
四
九
)

教
育
上
自
制
由
か
ら
山
て
肘
る
。

二
免
税
の
問
題
ご
な
晶
場
合

心
現
に
且
旭
町
税
せ
ら
る
、
も
の
に
し
て
課
税
の
糊
む
べ
き
も
の

l
|
ピ
し
て
は
、
我
図
的
新
聞
紙
法
に
依
る
出
版

業
者
の
替
業
品
目
税
、
機
仰
の
且
官
業
税
不
誠
税
な
Y
』
も
問
題
で
な
り
れ
ば
な
ら
肉
。
外
国
に
て
間
々
借
侶
が
其
職
務

の
特
別
曾
敬
す
べ
き
こ
己
を
考
へ
て
苑
枕
古
る
、
の
も
(
位
五
O
)
、
今
日
の
時
世
で
は
彼
等
が
特
権
階
級
楓
古
品
、

こ
さ
が
不
都
合
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
彼
等
の
責
任
自
費
を
進
め
る
所
以
で
も
な
い
V

(

註
五
二
o

ジ
エ
ン
セ
シ
が
、
宣
敬
師
且
共
一
定
限
界
内
山
財
産
出
時
と

L
て
共
職
業
の
翰
敬
す
，
へ
き
性
質
の
錨
め
に
兎
粧
せ
ら
る
主
い
ふ
て
掛
る

の

の
を
摘
す
。

(
控
五
O
)

ジ
エ
ン
セ
ン
は
、
此
免
続
が
此
ゆ
如
き
階
輔
の
自
並
心
北
京
証
白
挫
を
止
ず
る
所
以
て
な
い
と
い
ひ
、
メ
ロ
シ
は
、
明
衆
主
哉
の
幽
て

。

は
、
此
免
馳
が
租
枇
且
附

ω詰
め
に
諸
す
槌
は
ざ
ゐ
階
級
を
作
る
こ
と
h

な
る
か
ら
、
憲
法
上
山
胤
刷
に
反
す
と
い
Y
A
て
居
る
。

(
位
五
-
)

町
現
に
疎
稔
せ
ら
る
、
も
蒐
枕
の
糊

?
bる
、
も
の
|
|
ご
し

τは
、
目
公
益
圃
館
へ
の
寄
附
分
備
金
の
兎
税

(
詑
五
二
)
を
摩
げ
て
良
い
。
一
見
に
公
縫
目
的
の
縛
め
会
費
用
よ
り
し
て
の
補
助
金
の
如
、
き
も
員
五
三
、
骨
同
然
免
除
ご

し
て
可
で
あ
る
。

(
駐
車
=
)

前
由
時
三
二
参
開
u

殺
育
、
感
化
、
早
川
、
郵
術
の
矯
め
の
公
費
用
よ
り
の
補
地
金
が
、
問
符
祉
の
所
持
か
ら
陪
か
れ
て
居
る
。
我
闇

(陸
E
E
)

掛
也
所
柑
軸
に
て

て
も
此
棋
の
も
の
は
恐

ι〈
は
公
益
法
人
が
之
を
曇
〈
る
こ
と
誌
な
る
が
、
然
ら
ざ
る
場
合
に
て
も
、
替
刑
事
業
に
屈
せ

f
る
一
時
の
所
得
と
な

54) Jensen. 1. c. p. 175 
55) Jensen， 1. c. p. 175. Mellon. T<lxatiOll Tl1C people's husiness. p田 '70

56) Srrutz， Gnmdlehren. S. 72 
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論

設

公
盆
上
白
兜
検

第
二

f
一
巻

(
第
二
腕

四
七
)

ブι
五

4 

っ
て
兎
槍
と
な
る
で
あ
ら
ろ
師
、
併
し
公
益
法
人
主
せ

f
し
て
行
は
れ
て
肘
る
公
益
事
業
が
一
時
的
て
世
{
雄
政
的
に
此
種
の
も
の
を
受
〈
る
場

合
の
如
き
に
は
、
発
桔
き
れ
な
い
と
い
ふ
不
輔
告
が
起
り
伴
る
。

結

論

以
上
要
之
、
課
税
は
能
力
原
則
に
従
ふ
て
分
配
古
る
ご
い
ふ
り
れ
ど
も
‘
質
際
阪
に
之
に
の
み
依
ら
宇
、
之
が

例
外
ご
し
て
・
可
な
り
多
一
〈
公
盆
上
の
理
由
か
ら
兎
宥
せ
ら
る
、
一
』
ご
ゐ
る
所
で
ゐ
品
。
そ
し
て
茶
漬
〈
足
首
盆
Z

h
w

ふ
中
仁
も
、
政
治
上
ご
か
、
圃
民
経
済
上
正
か
、
耽
曾
政
策
上
ご
か
其
他
色
々
の
理
由
が
あ
h
、
且
つ
現
に
右

の
趣
旨
に
よ
ち
免
税
さ
れ
て
居
る
も
の
、
中
に
、
む
し
ろ
之
を
改
め
て
課
税
す
べ
き
が
あ
b
、
現
に
課
税
苫
れ
て

居
る
も
の
、
中
に
、
改
め
て
会
盆
上
、
見
校
正
す
る
を
糊
h
u

ぺ
き
が
あ
る
O

R

公
盆
上
の
理
由
あ
る
に
於
て
免
税
す

る
の
は
嘗
然
ど
が
、
併
L
H官
盆
ご
い
ふ
詞
は
動
も
す
れ
ば
庚
〈
に
解
さ
れ
過
ぎ
て
、
会
盆
上
の
理
由
あ
り
ご
し

τ

免
税
す
る
仁
足
ら
古
る
も
の
を
も
免
税
す
る
の
傾
向
が
あ
る
。
き
り
正
て
鈴
、
り
に
狭
き
に
解
し
過
ぎ
て
、
会
盆
上

兎
秘
す
べ
き
も
の
を
課
税
し
て
も

ν
け
な
い
。
此
が
厳
正
な
る
決
定
は
頗
る
困
難
事
で
ゐ
る
り
れ
ど
も
、
其
の
悌

重
な
る
吟
味
ど
い
ふ
司
』
己
は
税
制
の
改
善
上
に
は
最
大
切
な
こ
ご
で
な
り
れ
ば
な
ら
ね
。


